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お知らせ

土
地
・
家
屋
の
評
価
な
ど

縦
覧
、
閲
覧
で
き
ま
す

■問
税
務
課 

☎（
55
）７
１
２
２

【
縦
覧
】

▼
期
間
／
４
月
２
日（
月
）～
５
月
１
日（
火
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分（
閉
庁
日

を
除
く
）

▼
場
所
／
税
務
課
お
よ
び
各
支
所

※
各
支
所
で
は
、
旧
町
村
地
域
の
み
縦
覧
可

▼
縦
覧
に
必
要
な
も
の
／
納
税
者
と
し
て
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の（
納
税
通
知
書
・
運

転
免
許
証
な
ど
）※
代
理
人
は
委
任
状
必
要

【
閲
覧
】

▼
期
間
／
４
月
２
日（
月
）～
平
成
31
年
３
月

29
日（
金
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
閉
庁
日
を
除
く
）

▼
場
所
／
税
務
課
お
よ
び
各
支
所

※
各
支
所
で
は
、
旧
町
村
地
域
の
み
閲
覧
可

▼
閲
覧
で
き
る
方
／

①
納
税
義
務
者（
家
族
の
場
合
は
、
当
初
納

税
通
知
書
ま
た
は
委
任
状
と
身
分
証
明
書
の

提
示
が
必
要
）

②
借
地
人
・
借
家
人（
そ
の
権
利
を
有
す
る

書
類
が
必
要
）

③
処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
方

市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
案
縦
覧

■問
下
水
道
課 

☎（
55
）７
１
２
４

▼
縦
覧
期
間
／
4
月
5
日（
木
）～
19
日（
木
）午

前
8
時
30
分
～
午
後
5
時（
土・日
曜
日
は
除
く
）

※
事
業
計
画
の
変
更
案
に
意
見
の
あ
る
方

は
、
縦
覧
期
間
中
に
市
に
対
し
て
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
に
関
す
る

公
聴
会
の
開
催
お
よ
び
原
案
の
閲
覧

■問
都
市
計
画
課 

☎（
55
）７
１
２
６

【
都
市
計
画
の
名
称
】

・
名
古
屋
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及

び
保
全
の
方
針

・
名
古
屋
都
市
計
画
区
域
区
分

【
公
聴
会
】

▼
日
時
／
５
月
27
日（
日
）午
後
２
時

▼
場
所
／
名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー（
金
山
南

ビ
ル
14
階
） 

▼
傍
聴
／
当
日
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
会
場
の
収
容
人
員
を
超
え
る
場
合

は
、
入
場
制
限
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
公
述
申
立
て
／
公
聴
会
で
公
述
を
希
望
さ

れ
る
方
は
原
案
の
閲
覧
期
間
内
に
、
公
述
申

立
書
を
愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課（
〒
460

︲
８
５
０
１
住
所
不
要
）へ
提
出
。
公
述
申

立
て
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
は
中
止
。

【
原
案
の
閲
覧
】

▼
期
間
／
４
月
10
日（
火
）～
24
日（
火
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

▼
場
所
／
愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課
・
愛

西
市
産
業
建
設
部
都
市
計
画
課

※
愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
可　

http://w
w

w
.pref.aic

hi.jp/soshiki/toshi/ 

【
意
見
募
集
】

　
名
古
屋
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及

び
保
全
の
方
針
は
、公
聴
会
の
開
催
に
加
え
、

意
見
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
愛
知
県

建
設
部
都
市
計
画
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
制
度

■問
保
険
年
金
課 

☎(

55)

７
１
１
９

▼
内
容
／
在
学
期
間
中
の
保
険
料
の
支
払
い

を
猶
予
し
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
支
払
う

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
学
生
納
付
特
例
期
間
中
は
、
万
一
の
事
故
や

病
気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
要
件
を
満
た
し
て

い
れ
ば
、
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
受
給
資
格
期
間

に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

※
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
追
納
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
３
年
目
以
降
に

追
納
す
る
場
合
は
当
時
の
保
険
料
に
加
算
額

が
つ
き
ま
す
。

▼
対
象
／
大
学（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学

校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設（
学
生
納
付
特
例

対
象
校
）に
在
学
す
る
20
歳
以
上
で
本
人
の
前

年
の
所
得
が
118
万
円
以
下（
扶
養
親
族
が
あ

れ
ば
そ
の
人
数
に
応
じ
て
加
算
）で
あ
る
学
生

▼
承
認
さ
れ
る
期
間
／
４
月
～
翌
年
３
月

▼
申
請
方
法
／
４
月
１
日
以
降
に
年
金
手

帳
・
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書
・
個
人
番

号
確
認
書
類
・
本
人
確
認
書
類
・
印
鑑
を
持

参
し
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
へ
。

※
毎
年
申
請
が
必
要

※
前
年
度
申
請
さ
れ
た
方
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
を
送
付
。
平

成
30
年
２
月
初
旬
以
降
に
申
請
さ
れ
た
方
は

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
申
請
が
必
要

※
申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で

遡
っ
て
申
請
可

◎
学
生
以
外
の
方
で
収
入
の
減
少
や
失
業
な

ど
に
よ
り
、
納
付
が
困
難
な
方
は
、
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

公
共
下
水
道
供
用
開
始
区
域
を
拡
大
し
ま
す

■問
下
水
道
課 

☎（
55
）７
１
２
４

　
４
月
１
日
か
ら
公
共
下
水
道
を
使
用
で
き

る
区
域
が
広
が
り
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
下
水
道
課
窓
口
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▼
供
用
開
始
後
の
注
意
事
項
／
供
用
開
始
後

の
区
域
内
で
は
、
家
庭
や
事
業
所
な
ど
か
ら

出
る
排
水
を
下
水
道
管
に
流
す
た
め
の「
排

水
設
備
」の
設
置
が
必
要
で
す
。

　

く
み
取
り
便
所
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方

は
、
供
用
開
始
日(

４
月
１
日)

か
ら
３
年
以

内
に
水
洗
便
所
に
改
造
し
接
続
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
水
洗
便
所
を
使
用
さ

れ
て
い
る
方
は
速
や
か
に
接
続
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
受
益
者
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に
】

　
供
用
開
始
区
域
内
に
土
地
を
お
持
ち
の
方

へ
送
付
の
受
益
者
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。
受
益
者
と
対
象
と
な
る
土
地
の
把

握
に
正
確
を
期
す
る
た
め
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
／
４
月
27
日（
金
）

【
宅
内
排
水
接
続
工
事
の
お
願
い
】

　
公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
の
供

用
開
始
さ
れ
た
区
域
で
、
ま
だ
接
続
工
事
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
１
日
も
早
い
切
替
え

を
お
願
い
し
ま
す
。
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